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令和 5 年 10 月 1 日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）がスタートしますが、

当社は特にまだ準備はしておりません。まず、どのような準備をすべきでしょうか？

解説

１． 適格請求書発行事業者の登録

令和 5 年 10 月 1 日以後、消費税の課税事業者が支払先から適格請求書をもらえないと、

仕入税額控除ができなくなるインボイス制度が始まりますが、適格請求書を発行するため

には、適格請求書発行事業者として登録をしなければならないので、まず、登録の手続き

をして、登録番号を入手する必要があります。

２． 登録申請のスケジュール

令和 5 年 10 月 1 日から適格請求書を交付したい事業者は、原則として令和 5 年 3 月 31

日までに申請書を提出しなければなりません。

（※）登録申請書を提出することに
　　困難な事情がある場合には、
　　令和5年9月30日までに提出
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３． 免税事業者が登録を行う場合

免税事業者が、令和 5 年 10 月 1 日から令和 11 年 9 月 30 日までの日の属する課税期

間中に登録を受ける場合は、その登録日から自動的に課税事業者となります。（課税事業者

の選択届出書の提出は不要です。）

要するに…
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適格請求書発行事業者の登録はお済みですか？

免税事業者の場合、適格請求書を発行できないため、事業に影響がでることが予想されます。
そのため、課税事業者を選ぶ方法もありますが、売り先がそもそも消費者だけの場合や、売

り先が簡易課税を選択している場合などは課税事業者になる必要は少ないので、業種や事業
に与える影響などから総合的に判断する必要があります。

もともと課税事業者であれば、まず適格請求書発行事業者として登録をしましょう。免

税事業者であれば、適格請求書発行事業者になるかどうか検討する必要があります。


